
（別表） 

 

おいでまいサロン助成基準 

 

 

１ 基本金額 

種類 助成基準 基本金額 

標準 
年 10回以上開催し、1回の活動に７人以上

の参加がある団体 
20,000 

① 原則として、社会福祉法人三木町社会福祉協議会おいでまいサロン助成金交付

要綱第 3条各号のいずれも満たす団体に対し助成する。 

② 基本金額は、月割（1 月未満の端数があるときは１月とする。但し、100 円未

満の端数がある場合は、切り上げとする。）として算出した額とする。 

 

２ その他の事業を実施する場合の加算 

加算 種類 助成基準（加算） 加算金額 

1 事業回数増加 年 20回以上サロン活動を実施した団体 10,000 

2 見守り活動 
1人暮らしの高齢者等への見守り活動を実施

した団体（週 1回以上） 
10,000 

3 新規設立 新規にサロンを設立した団体（準備金） 5,000 

4 個人宅利用 
個人宅をサロンの活動場所とした団体  

（通年） 
5,000 

5 会食 
調理による会食費用が年 1万円以上要した

団体 
10,000 

6 未就学児参加 
未就学児親子が 3組以上参加した団体  

（年 4回以上） 
5,000 

7 社会貢献活動 

(１) 調理による食事配食活動を実施した   

団体（年延べ 20戸以上） 

(２) 支援を必要とする世帯に対して、ゴミ 

の搬出等生活支援活動を実施した団体 

（年延べ 40回以上） 

(３) その他、地域の緑化活動等の社会貢献に 

適当と認める活動を実施した団体 

(１) 5,000 

 

(２) 5,000 

 

(３) 5,000 

① 加算は、おいでまいサロンに登録のある団体を対象とする。 

② 実績報告において助成基準を充たしていない団体は、助成金を全額返金するもの

とする。 

３ この助成基準の施行に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 



附 則 

この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 


